
 

 

古賀市国民健康保険運営協議会（第６回） 

 

 標題の件について、下記のとおり実施したので、古賀市国民健康保険条例施

行規則第１１条に基づき会議録を作成する。 

 

１．会議の日時及び場所 

 

日 時  平成２９年１０月２日（月） １９：００～２０：００ 

場 所  古賀市役所 中会議室 

 

２．出席委員の氏名 

 

 〇出席 渡 信人（会長）、三輪 朋之、淀川 治、塩津 美都子、 

芝尾 郁恵、福岡 綱二郎 

 〇欠席 野田 廣子、中山 影親、矢野 洋子 

 

３．事務局 

 

 市民部長（野村） 

 市民国保課長（坂井）、国保係長（長野）、国保係（江野・阿部） 

 予防健診課長（中村）、参事補佐兼健診指導係長（長﨑） 

 

４．議事及び議事の概要 

 

 別紙のとおり 

 

５．規則第１１条に基づく署名 

 

 署名人については、会長の指名を受けた塩津委員及び淀川委員とする。 

 

 

署名人                              

 

 

署名人                              



 

 

古賀市国民健康保険運営協議会（第６回）会議録 

 

 

１．開会 

 定足数に達しているので開会する。（市民国保課長） 

 

２．会長あいさつ 

 

３．議事 

①平成２８年度決算報告について 

 （資料説明：国保係長） 

 

〇淀川委員 平成２８年度の国保税改正によって財政状況は改善してるのか。

平成２９年度はどうなるのか、プラスになるのか。 

〇国保係長 平成２８年度の最終的な赤字が約３，３００万円となったが、平

成２８年度の国保税改正時に平成２８年度と２９年度で赤字を解消する計画

であり、平成２９年度会計では赤字が解消できる見込みである。 

〇芝尾委員 ジェネリック医薬品の状況はどうか。 

〇国保係長 保険証更新時にシールを配布し、ジェネリック差額通知も送付し

ているので、効果があっていると認識している。 

〇淀川委員 ２ページの予算額は当初か、補正後か。 

〇国保係長 補正後である。 

〇渡会長 ２ページの歳出の共同事業拠出金と歳入の共同事業交付金の関係は。

拠出金より交付金が多いとはどういうことか。 

〇国保係長 福岡県単位で過去３年間の実績で算出した拠出金を歳出し、給付

に係る交付金を歳入している。交付金が多いことは、医療費が上昇している

ことになると考える。 

〇市民部長 補足するが、拠出金の半分は被保険者数割で、残り半分は過去３

年間の医療費の平均によって算出される。過去、古賀市では、拠出金が多く、

交付金が少ない状況が続いていたが、平成２８年度に交付金が多くなったと

いうことは、平成２８年度は医療費が高くなったと考えられる。 

〇渡会長 このままでいくと保険税も上がるのか。 

〇市民部長 県で試算を行っており、確かに医療費と所得水準で納付金は決ま

るが、医療費よりも所得と前期高齢者交付金の影響が大きいのではないかと

考える。 



 

 

〇三輪委員 前期高齢者交付金とは何か。 

〇市民部長 ６５歳から７４歳の被保険者が多いと、ほかの保険者からもらう

前期高齢者交付金が多くなる。今までは、市町村ごとに前期高齢者交付金が

交付されていたが、平成３０年度からは都道府県単位での交付になるので、

県単位でならされることになり、市町村単位で考えると変わってくる。 

〇芝尾委員 出産育児一時金が減っているが、出生数が減少しているのか。 

〇国保係長 国保被保険者数も減少しているが、古賀市全体の出生数も減少し

ている。 

〇渡会長 平成３０年度の国保財政の見通しは。 

〇国保係長 現段階では、大きな赤字を抱えて平成３０年度を迎えることはな

いのではないかと考えている。 

〇渡会長 今後、平成３０年度の税率検討に当たり、医療費や所得水準等のわ

かりやすい資料を出してほしい。 

〇三輪委員 被保険者が減っているが、医療費は上がっている。今後の見通し

は。 

〇国保係長 ４ページにあるように１人当たりの医療費は上がっている。自然

増と前期高齢者の割合が増加しているのが要因と考えられる。今後も上昇傾

向にあると考えている。 

〇渡会長 決算報告についてほかにないか。（なし） 

平成２８年度決算報告については終了する。 

 

②その他 

 

〇渡会長 次にその他はあるか。（なし） 

 次回、県からの仮納付金が出るのか。 

〇国保係長 次回は１１月頃に予定しているので、後日日程調整をお願いする。

県から示される仮納付金に基づく税率の検討を願う。数パターンの具体的な

数値を示して議論をいただきたい。 

〇渡会長 次回、県からの仮納付金での協議になるので、大事な協議会になる

だろう。必要な資料があれば要望を出してほしい。 

〇芝尾委員 ２方式、３方式の論点があったが、県としては３方式に決まる方

向なのか。 

〇国保係長 最終的には市町村判断になる。 

〇芝尾委員 ２方式、３方式の具体的な数値の資料説明がほしい。 

〇国保係長 世帯ごとの数パターンを示して、検討いただきたい。 

〇塩津委員 具体的な数値がほしい。毎年度、納付金が示されるのか。 



 

 

〇国保係長 毎年度納付金は変わってくる。それを受けて、毎年度国保税も改

正するのかもあわせて意見をいただきたい。 

〇三輪委員 ３年とか５年とかで見直すのもいいかもしれない。 

〇淀川委員 前回、いろいろなパターンの資料が出たので、そのように議論し

やすい資料がほしい。 

〇福岡委員 ５年も改定しないのは難しいのではないか。具体的な数字を見な

いとなんとも言い難い。 

〇渡会長 ほかにないようなので、これで議事は終了する。 

 

〇渡会長 会議録署名委員は、塩津委員と淀川委員にお願いする。 

 

４．閉会 

〇渡会長 運営協議会を終了する。 

 

 


